
表示等情報提供に関するヒアリング調査・質問事項への回答 

２０１６年１２月１２日 

日本硝子計量器工業協同組合 

１．業界団体による自主ガイドラインについて 

１．１ 表示等情報提供ガイドラインを踏まえ、業界において自主ガイドライン

を既に策定している場合、以下ご教示ください。 

（１）自主ガイドラインの策定方法（業界内委員会における検討等）

・ 環境対策委員会で検討後、理事会により決定しました。

（２）自主ガイドラインの策定時期

・ ２０１６年１２月 ２日策定しました。

（３）自主ガイドラインの内容

・ ①製品本体への表示、②ケース、パッケージ、取扱説明書への表示、

③パンフレット、カタログ、ウェブページへの表示、④流通形態を踏ま

えた告知文書の配布、について規定しています。 

・ 詳細は、別添の自主ガイドラインを参照ください。

（４）自主ガイドラインの見直し時期（設定している場合）

・ 当面の見直し予定はありません。

１．２ 自主ガイドラインの策定を踏まえ、情報提供の方法を具体的に改善して

いる事例がある場合には、ご教示ください。 

・ 組合 HPにて、ガイドライン・廃棄について掲示。

・ 告知文書 ２０１６年１２月１５日～

・ 表示シール ２０１７年３月３１日～

１．３ 自主ガイドラインを踏まえて改善した情報提供の方法等の取組に関し

て、消費者 に対する周知を行っている場合、その周知方法をご教示くだ

さい。 

・ 当協会で扱う水銀使用製品は、その多くが商社など複数事業者を介して、

最終ユーザーに販売されています。

この流通形態を踏まえて、製品を販売する際には、製品に水銀を使用し

ていることなどの情報を記載した告知文書を提供し、本告知文書が最終

ユーザーまでに渉るよう依頼しています。

資料２－４
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１．４ 自主ガイドラインの業界内での周知方法をご教示ください。また、自主

ガイドラインを踏まえた取組を会員事業者が実施しているかどうかを確

認する体制（委員会等）がある場合には、確認方法をご教示ください。 

・ 自主ガイドラインの業界内での周知方法は、水銀使用製品を製造・輸入

している会員企業に対して、自主ガイドラインを作成した旨を個別に周

知しています。

また、今後、理事会や総会の場で、全会員企業に対して、自主ガイドラ

インを作成した旨を周知する予定です。

・ 自主ガイドラインを踏まえた取組を会員事業者が実施しているかどう

かを確認する体制（委員会等）は、環境対策委員会が担当する予定です。

１．５ 自主ガイドラインを現時点で策定していない場合、今後策定する予定が

あるかどうか、そうした検討を現在行っているかどうか、ご教示ください。 

・ １．１（２）の回答のとおり、２０１６年１２月 ２日策定済みです。 

２．自主ガイドラインの策定以外の取組について 

自主ガイドラインの策定以外に、業界において情報提供に関する改善や新

規の取組等を実施している場合は、その内容をご教示ください。 

・ 現在のところは、自主ガイドラインに基づき、表示の取り組みを推進し

ています。

以上 
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水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関する 

日本硝子計量器工業協同組合の自主ガイドライン 

１．背景と目的 

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第１８条に基づいて、製品廃棄時

の適正分別・排出の確保に資するため、水銀使用製品への水銀等の使用に関す

る表示等の提供方法等について、日本硝子計量器工業協同組合（以下「組合」

という。）としての自主ガイドラインを策定したものです。 

２．対象範囲 

組合の会員企業が製造・輸入し、国内において流通した、もしくは今後流通

する全ての水銀使用製品※１を対象とします。 

※１： 主要な水銀使用製品は、ガラス製水銀温度計、水銀を重り等とした浮ひょう、

フォルタン気圧計。

３．情報提供の在り方 

組合の水銀使用製品は、主に一般の消費者向けに販売される製品ではなく、

事業者向けに販売される製品であることや、その多くが商社など複数事業者を

介して最終ユーザーに販売される製品であることなどの製品の特性を鑑みて、

有効と考えられる以下の表示等の情報提供を推進します。 

（１）今後、国内において流通する製品

① 製品本体かパッケージ※２に、水銀を使用していることを表示する取り組み

を推進します。

※２： 可能な限り製品本体への表示を推進します。

ただし、計量性能に影響を及ぼすことから、水銀を使用していることを表示す

るためのシールが貼れない製品もあります。このような製品はパッケージへの表

示を推進します。 

② 納品書類に、水銀を使用していることを表示する取り組みを推進します。 

③ パンフレット、カタログ、ウェブページに以下の事項を表示する取り組み

を推進します。

・ 水銀を使用している製品であること

・ 水銀は高い毒性を有する物質であることから、正しい使用が必要である

こと

・ 廃棄等の際は、適正に分別し、排出することが必要なこと。

また、組込製品として使用する際も、取り外して適正に分別し、排出す

ることが必要なこと

資料２－４　別添１
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④ 流通形態を踏まえた告知

 組合の水銀使用製品は、その多くが商社など複数事業者を介して最終ユ

ーザーに販売されます。このような実態を踏まえて、製品を販売する際に

は、以下の情報を記載した告知文書を提供し、本告知文書が消費者等まで

に渉るよう依頼します。 

・ 水銀を使用している製品であること

・ 水銀は高い毒性を有する物質であることから、正しい使用が必要である

こと

・ 廃棄等の際は、適正に分別し、排出することが必要なこと。

また、組込製品として使用する際も、取り外して適正に分別し、排出す

ることが必要なこと

（２）既に国内に流通した製品

「（１）今後、国内において流通する製品」の推進事項のうち、③の提供を

推進します。 

４．情報提供の開始時期 

本自主ガイドラインの取組は、２０１６年１２月１５日から順次実施します。 

なお、一部の取り組みには、準備期間を要するものがありますので、２０１

７年３月３１日までには準備を整えて実施します。 

２０１６年１２月 ２日  

日本硝子計量器工業協同組合 

理事長 横山 守二 
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平成 28年 12月 

お客様各位 

〒162-0837 

東京都新宿区納戸町２５－１ 

   日本計量会館内 

日本硝子計量器工業協同組合 

 TEL ：03-3268-4847 

 FAX ：03-3235-4847 

E-mail：jckumiai@aioros.ocn.ne.jp

水銀使用計測器の適正廃棄についてのお願い 

平素は、「ガラス製温度計」のご使用につきまして「日本硝子計量器工業協同組合」

の製品をご愛顧いただき厚く御礼申しあげます。 

さて、水銀による環境の汚染の防止に関する法律が平成 27年 3月閣議決定され、 

同年 6月に可決・成立しております。 

 以前より当業界で製造しております「ガラス製温度計、水銀を重りとした浮ひょ

う、フォルタン気圧計」に水銀を使用している製品がございます。 

当業界としましても水銀代替の製品化と共に出来得る限り水銀を使用しないよう鋭意

努力をいたしておりますが、水銀でないと計測器として性能維持できない領域がござ

います。 

 お客様におかれましては、水銀使用計測器を廃棄される場合には、廃棄物処理法に

基づき適正に廃棄されているものと存じますが、あらためまして徹底ご協力をお願い

する次第でございます。 

現況をご理解いただき、ご対応宜しくお願い申しあげます。 

資料２－４　別添２
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表示等情報提供に関するヒアリング調査・質問事項への回答

２０１６年１２月１９日

日本圧力計温度計工業会

１．業界団体による自主ガイドラインについて

１．１ 表示等情報提供ガイドラインを踏まえ、業界において自主ガイドライ

ンを既に策定している場合、以下ご教示ください。

（１）自主ガイドラインの策定方法（業界内委員会における検討等）

・ 技術委員会で検討後、理事会により決定しました。

（２）自主ガイドラインの策定時期

・ ２０１６年１２月１９日策定しました。

（３）自主ガイドラインの内容

・ ①製品本体への表示、②ケース、パッケージ、取扱説明書への表示、③

パンフレット、カタログ、ウェブページへの表示、④流通形態を踏まえ

た告知文書の配布、について規定しています。

・ 詳細は、別添の自主ガイドラインを参照ください。

（４）自主ガイドラインの見直し時期（設定している場合）

・ 当面の見直し予定はありません。

１．２ 自主ガイドラインの策定を踏まえ、情報提供の方法を具体的に改善し

ている事例がある場合には、ご教示ください。

・ 現時点ではありません。

１．３ 自主ガイドラインを踏まえて改善した情報提供の方法等の取組に関し

て、消費者に対する周知を行っている場合、その周知方法をご教示くだ

さい。

・ 当協会で扱う水銀使用製品は、その多くが商社など複数事業者を介して、

最終ユーザーに販売されています。

この流通形態を踏まえて、製品を販売する際には、製品に水銀を使用し

ていることなどの情報を記載した告知文書を提供し、本告知文書が最終

ユーザーまでに渉るよう依頼しています。

資料２－５
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１．４ 自主ガイドラインの業界内での周知方法をご教示ください。また、自

主ガイドラインを踏まえた取組を会員事業者が実施しているかどうかを

確認する体制（委員会等）がある場合には、確認方法をご教示ください。

・ 自主ガイドラインの業界内での周知方法は、水銀使用製品を製造・輸入

している会員企業に対して、自主ガイドラインを作成した旨を個別に周

知しています。

また、今後、理事会や総会の場で、全会員企業に対して、自主ガイドラ

インを作成した旨を周知する予定です。

・ 自主ガイドラインを踏まえた取組を会員事業者が実施しているかどう

かを確認する体制（委員会等）は、技術委員会が担当する予定です。

１．５ 自主ガイドラインを現時点で策定していない場合、今後策定する予定

があるかどうか、そうした検討を現在行っているかどうか、ご教示くだ

さい。

・ １．１（２）の回答のとおり、２０１６年１２月１９日策定済みです。 

２．自主ガイドラインの策定以外の取組について

自主ガイドラインの策定以外に、業界において情報提供に関する改善や新規

の取組等を実施している場合は、その内容をご教示ください。

・ 現在のところは、自主ガイドラインに基づき、表示の取り組みを推進し

ています。

以上
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（参考１）
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TY10－22 5／15 改 3 

酸素と油が接触すると爆発するおそれがあります。

このため、酸素を含む測定流体に対しては必ず禁油処理の施された圧力計を使用してく

ださい。

加圧中に計器を分解すると、測定流体が突出し人身事故に発展するおそれがありますの

で、加圧中に計器は絶対分解しないでください。

⑩高温用ダイアフラムシール式圧力計には水銀が封入されており、水銀は密度が高いことから指

示部と受圧部とに高さの差があると指示誤差を生じるとともに、計器に損傷を与え使用不可能

になることがありますので次の範囲内で取り付けて下さい。

スパン圧力の 20％を超えない範囲で 指示部が受圧部より上の場合 0.5m 以内こと。

指示部が受圧部より下の場合 2.0m以内こと。 

本圧力計を容器から取り外す際は、配管内の圧力が完全に大気圧と一致したことを確認

した後に作業を行ってください。残圧がある状態で作業を行うと測定流体が突出し、人

身事故に発展する可能性があります。

特にヘッド圧力が加わった状態では注意が必要です。

測定流体が酸素あるいは酸素を大量に含む気体の場合には、測定流体に接する部分は十

分に洗浄した上使用して下さい。

測定流体に接する部分に油分が付着していると、酸素と反応し発火爆発の危険がありま

す。

本圧力計には水銀が封入されています。

本圧力計を廃棄する場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に則り適正に行って

ください。

また、万が一ダイアフラムやリードの破損等により水銀が製品外部へ漏れた場合は、漏

れた水銀を速やかに回収し「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に則り適正に廃棄し

てください。

 危 険 

 危 険 

 危 険 

 警 告 

 危 険 

（参考２）高温ダイアフラムシール式圧力計取扱説明書_抜粋
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TY10－22 13／15 改 3 
 
 

 (2)取り外し要領 
測定流体が温度低下によって固化する場合、取り外しは受圧部付近の測定流体が適度な流動

性を失わない高温のうちに実施してください。 
温度が下がり過ぎると測定流体がダイアフラム面に固着しはじめ、取り外す際にダイアフラ

ムを破損させることがあります。 
 

①取り外しにあたっては、取り付けねじのみを回転させ、できるだけ受圧部を回さないように

注意してください。 
特にねじ接続式で A 寸法が長く取り外しが困難な場合は、オプションのジャッキアウトカラ

を用いて取り外してください。（図 8-1） 

 
 

図 8-1 ジャッキアウトカラによる取り外し 
 

②取り外し後、ダイアフラム面に測定流体が固着している場合には、適当な溶剤を用いるか加熱

（330℃以下）して溶かし除去してください。 
 
 

本圧力計には水銀が封入されています。 
修理等で弊社又は弊社関連会社へ返送する際には、万が一輸送中に水銀が製品外に漏れた

場合に梱包箱外に拡散しないよう製品をポリエチレン袋等で包むとともに、その袋が破れ

ないように梱包してください。 

 
 
11．故障対策 
 

不適合発生の際は［付表 1．トラブルシューティング］をご参照の上、対処してください。 
以上の作業でも解決しない場合は、弊社代理店又は営業所までご連絡ください。 

 
 
 
 
 
 

 警 告 
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52｜圧力標準器

PM26  液柱形圧力計

形　番：PM43-000、外　装：パールライトグリーン、質　量：約20kg

PM43  圧力コントローラ単体

スケール 使用液 精　　度 最小目盛 形　番

水
正　圧

±（0.2％O.R. 又は 20Paの大きい方） 0.02kPa PM26-31□
標　準

負　圧

水　銀
正　圧

±0.5kPa 0.5kPa PM26-32□
負　圧

水
正　圧 ±（0.1％O.R. 又は 10Paの大きい方）

0.01kPa PM26-41□
高精度

負　圧 ±（0.2％O.R. 又は 20Paの大きい方）

水　銀
正　圧

±0.2kPa 0.2kPa PM26-42□
負　圧

測定範囲　kPa
水　柱 水銀柱

L（高さ） 質　量

負　圧 両　用 正　圧 負　圧 両　用
mm 約  kg

正　圧
－  8～0 －  8～  8 0～100 －100～0 －100～100 1,170 300～  8
－10～0 －10～10 0～130 －100～130 1,370 320～10
－15～0 －15～15 0～200 －100～200 1,880 370～15
－20～0 －20～20 2,390 420～20

注-1　精度は、20℃±3℃　重力加速度を補正後にて
注-2　％O.R.：% of reading（読み値の％）
注-3　負圧側の検査及び校正は、－90kPaまでとなります。

注-4　基準器検査の場合、最小目盛が精度となります。
注-5　負圧側は、基準器検査、JCSS校正の対応不可となります。

PM26・43
　液柱形圧力計

製作仕様

・高精度圧力測定器の校正用として、高精度スケール仕様もあります。
・1／20目盛まで読み取ることのできるバーニアタイプもあります。（バーニアタイプは高精度スケールとなります。）
・ガラス管内径を従来品より太くし（φ6からφ8）液面の読み取り精度が上がりました。
・PM43圧力コントローラには微調整用の手動ポンプが内蔵されていますので、従来品より圧力コントロールが良好に
なりました。
・電動式真空ポンプユニットを用意しています。必要に応じ別途ご用命ください。（形番：XJ26-111）
・基準器検査・JCSS校正証明書・一般校正証明書対応品。（PM26のみ対応となります。）

特  長

（参考３）液柱型圧力計（PM26）カタログ
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圧力標準器｜53

PM26・43 液柱形圧力計

外形寸法

付属品・オプション

メタルコンセント
両側面の何れか一方を電源へ接続し、もう一方
は試験器へ接続してください。

部：B真空ポンプ接続口
両側面の何れか一方を試験器へ接続し、使用し
ない側には止め栓をしてください。

部：A

400 300

20
0

4

6 2

1

5 3

7
8

6 1 2

4 3

85 7

配管系統図

A

B

400

60
0

300

メタルコンセント
（メス）

Rc1／4
真空ポンプユニット

XJ26ー111

PM43ー000

正圧
接続口

液注入口

水準器

カーソル

排出栓

（
45
）

（
20
）

φ
6

Ｌ

400レベル調整ネジ 320

PM26 PM43

負圧
接続口

モデル

PM43

計器取付台 予　備　品 ・ 工　具 ・ 付　属　品

中 間 継 手 Oリング
及び
パッキン

ピストン
パッキン

スパナ等
の工具G1／4

1 1 1 ̶

P4-5
P7-5
S34-1
＃40-1

P25-2
P63-2 一式

G3／8 G1／2 G3／4
ネ　ジ 接続方式

中間継手
使用

早締継手

バーニアタイプ（1／20目盛）
は高精度スケールによる校正・
測定が可能となります。

PM43専用真空ポンプユニット（XJ26-111）
真空ポンプ仕様　排気速度：18 l／min（60Hz大気圧にて）
　　　（能力）　　　　　　15 l／min（50Hz大気圧にて）
　　　　　　　　到達圧力：6.7Pa abs.
　　　　　　　　電　　源：100／110V AC（50／60Hz）
　　　　　　　　外形寸法：幅400mm×奥行300mm×高さ600mm
　　　　　　　　質　　量：約36kg
標準付属品
　電源コード 3m、配線用コード 3m、配管用チューブ 1.5m
　　　　　　　　　　※ご用命の際は、別途ご指定ください。

PM26バーニア XJ26真空ポンプユニット

資料取付台
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54｜圧力標準器

PM26・43
液柱形圧力計

ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

ご使用にあたって

●振動がある場所、ホコリやゴミの多い環境、また腐食性雰囲気、直射日光は避けてください。
●液柱形圧力計は必ず垂直になるように設置してください。傾いていると正しい圧力を示しません。
●急激な加圧・減圧は危険ですから避けてください。（バルブ等の開閉はゆっくり行います）使用液の吹き出しや逆流につながります。
●本器に示されている測定範囲以上の圧力を加えることは危険であるばかりでなく、機器を破損する恐れがありますので注意してください。
●校正される圧力計は原則として油や水の入っていないものとしてください。
●使用液の酸化や汚れ等でガラス管が汚れると正確な測定が出来ません。定期的に校正を行ってください。
●液柱形圧力計の使用液は純粋で清浄なものをご使用ください。水柱の場合は精製水（約500ml）、水銀柱の場合は純度99.5・試薬特級（約４kg）
　をご使用ください。

形番構成

P M 2 6
①液柱形圧力計

モデルNo.

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

選択仕様形番 付加仕様（オプション）

精度
① 標準スケール　：水　柱　正圧・負圧：±（0.2%O.R. 又は 20Paの大きい方）

　　　　　　　：水銀柱　正圧・負圧：±0.5kPa
3

4 高精度スケール：水　柱　正圧：±（0.1%O.R. 又は 10Paの大きい方）
　　　　　　　：水　柱　負圧：±（0.2%O.R. 又は 20Paの大きい方）
　　　　　　　：水銀柱　正圧・負圧：±0.2kPa

バーニアナシ
バーニア指定
③

1／20　バーニア付（高精度スケール仕様のみ）

0 ナシ
ドキュメント
⑮

1 アリ
（ご希望のものを別途ご指示ください。）
  提出図、取扱説明書、検査要領書、
  立会検査※仕様項目がない場合は、　をご指定ください。

基準器検査／校正
⑧

3
1

1

使用液
② 水

JCSS校正証明書
4 一般校正（不確かさ付）

基準器検査（標準スケール）※

その他付加仕様
⑨

1
0

アリ
（ご希望のものを別途ご指示ください。）
  水（500ml単位）、水銀（4kg単位）

ナシ

水銀
1
2

2

水　柱 水銀柱測定範囲（kPa）
④

0～8、－8～0、－8～81

標準スケール（①精度：３）

0～10、－10～0、－10～102
0～15、－15～0、－15～153
0～20、－20～0、－20～20

0～100、－100～0、－100～100
0～130、－100～130
0～200、－100～200

4

水　柱 水銀柱
0～8、－8～0、－8～85

高精度スケール（①精度：４）

0～10、－10～0、－10～106
0～15、－15～0、－15～157
0～20、－20～0、－20～20

0～100、－100～0、－100～100
0～130、－100～130
0～200、－100～200

8

※基準器検査の場合、最小目盛が精度となります。

注-1）負圧側は、基準器検査、JCSS校正の対応不可となります。

注-2）負圧側の一般校正は、－90kPaまでとなります。

注-3）JCSS校正、一般校正には、校正証明書が付きます。
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圧力標準器｜55

PM26・43 液柱形圧力計

形番構成 ご用命に際しては、形番、各仕様及び圧力レンジをご指定ください。

ご使用にあたって

●振動がある場所、ホコリやゴミの多い環境、また腐食性雰囲気、直射日光は避けてください。
●液柱形圧力計は必ず垂直になるように設置してください。傾いていると正しい圧力を示しません。
●急激な加圧・減圧は危険ですから避けてください。（バルブ等の開閉はゆっくり行います）又、圧力が加わった状態で「圧力・真空切替コック」
　の切替えは行わないでください。使用液の吹き出しや逆流につながります。
●本器に示されている測定範囲以上の圧力を加えることは危険であるばかりでなく、機器を破損する恐れがありますので注意してください。
●校正される圧力計は原則として油や水の入っていないものとしてください。
●使用液の酸化や汚れ等でガラス管が汚れると正確な測定が出来ません。定期的に校正を行ってください。
●液柱形圧力計の使用液は純粋で清浄なものをご使用ください。水柱の場合は精製水（約500ml）、水銀柱の場合は純度99.5・試薬特級（約４kg）
　をご使用ください。

P M 4 3
①液柱形圧力計+圧力コントローラ

モデルNo.

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

選択仕様形番 付加仕様（オプション）

精度
① PM43  圧力コントローラ単体のみ0

標準スケール　：水　柱　正圧・負圧：±（0.2%O.R. 又は 20Paの大きい方）
　　　　　　　：水銀柱　正圧・負圧：±0.5kPa

3

4 高精度スケール：水　柱　正圧：±（0.1%O.R. 又は 10Paの大きい方）
　　　　　　　：水　柱　負圧：±（0.2%O.R. 又は 20Paの大きい方）
　　　　　　　：水銀柱　正圧・負圧：±0.2kPa

PM43  圧力コントローラ単体のみ
バーニア指定
③

1／20　バーニア付（高精度スケール仕様のみ）

0 ナシ
ドキュメント
⑮

1 アリ
（ご希望のものを別途ご指示ください。）
  提出図、取扱説明書、検査要領書
  立会検査※仕様項目がない場合は、　をご指定ください。

基準器検査／校正
（PM26のみ対応）

⑧
3
1

0

使用液
② PM43  圧力コントローラ単体のみ

JCSS校正証明書
4 一般校正（不確かさ付）

基準器検査（標準スケール）※

その他付加仕様
⑨

1
0

アリ
（ご希望のものを別途ご指示ください。）
  水（500ml単位）、水銀（4kg単位）

ナシ

水銀

0
水1

2

バーニアナシ1
2

水　柱 水銀柱測定範囲（kPa）
④

0～8、－8～0、－8～81

標準スケール（①精度：３）

0～10、－10～0、－10～102
0～15、－15～0、－15～153
0～20、－20～0、－20～20

0～100、－100～0、－100～100
0～130、－100～130
0～200、－100～200

4

水　柱 水銀柱
0～8、－8～0、－8～8

高精度スケール（①精度：４）

0～10、－10～0、－10～10
0～15、－15～0、－15～15
0～20、－20～0、－20～20

0～100、－100～0、－100～100
0～130、－100～130
0～200、－100～200

※基準器検査の場合、最小目盛が精度となります。

注-1）負圧側は、基準器検査、JCSS校正の対応不可となります。

注-2）負圧側の一般校正は、－90kPaまでとなります。

注-3）JCSS校正、一般校正には、校正証明書が付きます。

5
6
7
8
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表示等情報提供に関するヒアリング調査・質問事項への回答

２０１６年１２月１９日

一般社団法人 日本科学機器協会

１．業界団体による自主ガイドラインについて

１．１ 表示等情報提供ガイドラインを踏まえ、業界において自主ガイドライ

ンを既に策定している場合、以下ご教示ください。

（１）自主ガイドラインの策定方法（業界内委員会における検討等）

・ 技術委員会傘下の担当 WG で検討後、理事会にて決定いたしました。 
（２）自主ガイドラインの策定時期

・ ２０１６年１２月１２日に策定しました。

（３）自主ガイドラインの内容

・ ①製品本体への表示、②ケースやパッケージ、取扱い説明書、パンフ

レット、カタログ、ウェブページへの表示、製品を収納するケースや

パッケージへの表示、③流通形態を踏まえた告知文書の配布、につい

て規定しています。

・ また、当会ガイドラインの対象範囲についてですが、日科協の会員各

社は、科学機器などを全般的に取り扱っている関係上、特定使用製品

の U 字型真空計、マクラウド真空計の他、水銀を使用した試薬なども

扱っています。

よって、ガイドラインの中心は、U 字型真空計、マクラウド真空計を

想定して記載していますが、対象範囲は、水銀を使用した試薬等も含

め、ガイドラインの事項を遵守するよう、取り組んでいます。

・ 詳細は、別添の自主ガイドラインを参照ください。

（４）自主ガイドラインの見直し時期（設定している場合）

・ 当面の見直し予定はありません。

１．２ 自主ガイドラインの策定を踏まえ、情報提供の方法を具体的に改善し

ている事例がある場合には、ご教示ください。

・ 水銀の適正廃棄に関する協会ホームページコンテンツの整備を２０１

７年１月下旬を目処に実施する予定です。

・ 水銀の適正廃棄に関する情報を機関誌「科学機器１月号」（２０１７年

１月２０日頃発刊予定）に掲載する予定です。

資料２－６
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１．３ 自主ガイドラインを踏まえて改善した情報提供の方法等の取組に関し

て、消費者に対する周知を行っている場合、その周知方法をご教示くだ

さい。

・ 当協会で扱う水銀使用製品は、その多くが商社など複数事業者を介して、

最終ユーザーに販売されています。

この流通形態を踏まえて、製品を販売する際には、製品に水銀を使用し

ていることなどの情報を記載した告知文書を提供し、本告知文書が最終

ユーザーまでに渉るよう依頼します。

１．４ 自主ガイドラインの業界内での周知方法をご教示ください。また、自

主ガイドラインを踏まえた取組を会員事業者が実施しているかどうかを

確認する体制（委員会等）がある場合には、確認方法をご教示ください。

・ 自主ガイドラインの業界内での周知方法は、水銀使用製品を製造・輸入

している会員企業に対して、自主ガイドラインを作成した旨を WEB・

機関誌にて周知します。

また、今後、理事会や総会の場で、全会員企業に対して、自主ガイドラ

インを作成した旨を周知する予定です。

・ 自主ガイドラインを踏まえた取組を会員事業者が実施しているかどう

かを確認する体制は、日科協 技術委員会が担当する予定です。

１．５ 自主ガイドラインを現時点で策定していない場合、今後策定する予定

があるかどうか、そうした検討を現在行っているかどうか、ご教示くだ

さい。

・ １．１（２）の回答のとおり、２０１６年１２月１２日策定済みです。 

２．自主ガイドラインの策定以外の取組について

自主ガイドラインの策定以外に、業界において情報提供に関する改善や新規

の取組等を実施している場合は、その内容をご教示ください。

・現在のところは、自主ガイドラインに基づき、表示の取り組みを推進し

ています。

以上
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水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための 

表示等情報提供に関するガイドライン 

（一般社団法人 日本科学機器協会 自主ガイドライン） 

１．背景と目的 

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第１８条に基づいて、製品廃棄時の適正分別・排

出の確保に資するため、水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示等の提供方法等につい

て、一般社団法人 日本科学機器協会（以下「日科協」という。）としての自主ガイドライン

を策定したものです。 

２．対象範囲 

日本国内において流通する、日科協傘下の会員企業が製造・輸入している全ての水銀使用製

品を対象とします。 

３．情報提供の在り方 

日科協傘下会員企業が製造・輸入している全ての水銀使用製品は、主に一般の消費者向けに

販売される製品ではなく、事業者向けに販売される製品であることや、複数の商社を介して

最終ユーザに販売される製品であることなどの製品の特性を鑑みて、製品廃棄時の適正分

別・排出の確保に資すると考えられる以下の表示等の提供を推進します。 

（１）今後、製造・輸入する製品

①製品本体への表示

製品本体に銘板等の手段を用いて、以下の事項の表示を推進します。

・製品に水銀を使用していることの表示

②ケースやパッケージ、取扱い説明書、パンフレット、カタログ、ウェブページへの表示、 

製品を収納するケースやパッケージ、また、表示等を提供するスペースを広く取れる箇所

に、以下の事項の表示を推進します。

・製品に水銀を使用していること

・水銀は高い毒性を有する物質であることから、正しい使用が必要であること

・廃棄等の際は、適正に分別し、排出することが必要なこと

③流通形態を踏まえた告知

日科協の傘下会員企業が製造・輸入している全ての水銀使用製品は、大半が商社など複数

事業者を介して、最終ユーザ に販売されています。

この流通形態を踏まえて、製品を販売する際には、以下の情報を記載した告知文書を提供

し、本告知文書が最終ユーザまでに渉るよう依頼します。

資料２－６　別添１
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・製品に水銀を使用していること

・水銀は高い毒性を有する物質であることから、正しい使用が必要であること

・廃棄等の際は、適正に分別し、排出することが必要なこと

（２）既に国内に流通している製品

「（１）今後、製造・輸入される製品」の推進事項のうち、①、②（ケースやパッケージ、

取扱い説明書）を除く、②（パンフレット、カタログ、ウェブページ）、③流通形態を踏ま

えた告知を推進します。 

４．情報提供の開始時期 

日科協・自主ガイドラインの発行日となる２０１６年１２月１２日から実施します。 

２０１６年１２月１２日 

一般社団法人 日本科学機器協会 

会長 矢澤 英人 
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水銀使用製品の適正分別・排出の確保のための表示等情報提供に関する 

ガイドライン（一般社団法人 日本科学機器協会）に基づく告知文書 

㈱○○○ 

拝啓 時下ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は並々ならぬお引き立てを賜

り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、この度、当社では「水銀による環境の汚染の防止に関する法律第１８条」に基づい

て、製品廃棄時の適正分別・排出の確保に資するため、水銀使用製品への水銀等の使用に関

する表示等の提供方法等について、一般社団法人 日本科学機器協会のガイドラインに従い、

下記の情報について、水銀に関する表示の提供を推進しております。 

つきましては当社の製品を販売する際には、本告知文書の主旨が最終ユーザまで徹底して

行き渡るようご協力の程お願いいたします。 

敬具 

記 

・製品に水銀を使用していること

・水銀は高い毒性を有する物質であることから、正しい使用が必要であること

・廃棄等の際は、適正に分別し、排出することが必要であること

以上 

資料２－６　別添２
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真空計の梱包貼付けシール（例）
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2016/12/20http://dp08003421.lolipop.jp/upload/okano/pro_J01.html
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マクラウド新S型真空計

※NEW-Sタイプのゴム管接続仕様に使用するゴム管は、排気用（真空用）の材質で、口径はφ7.5×21㎜をおすすめします。その他で使用され
　れるゴム管の内径は、8㎜が最適サイズです。ゴム管（チューブ）類は、ゴム管からリーク（ガス放出）があるので、最短で接続してくだ
　さい。

⚠注意：ゲージ管（ガラス管）が破損しますと、ガラスの破片と内部に充填している水銀が飛散します。
　　　　本製品は水銀を使用しております。水銀は高い毒性を有する物質であることから正しい使用が必要です。
　　　　また、廃棄等の際は、適正に分別し、排出することが必要です。
　　　　製品には水銀の取扱い注意事項の資料を添付しておりますので、ご使用の前に必ずお読みいただくようお願い申し上げます。

NEW-S Type Rotary Macleod Vacuum Gauge

MODEL : NEW-S
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【絶対圧測定真空計】Absolute Vacuum Gauge

U字型真空計

※U字型真空計に使用するゴム管は、排気用（真空用）の材質で、口径はφ6×18㎜をおすすめします。その他の仕様のれるゴム管の内径は、6㎜
　が最適サイズです。ゴム管（チューブ）類は、ゴム管からリーク（ガス放出）があるので、最短で接続してください。

⚠注意：ゲージ管（ガラス管）が破損しますと、ガラスの破片と内部に充填している水銀が飛散します。取扱説明書をよく読んで御使用ください。
　　　  本製品は水銀を使用しております。水銀は高い毒性を有する物質であることから正しい使用が必要です。
　　　  また、廃棄等の際は、適正に分別し、排出することが必要です。
　　　  製品には水銀の取扱い注意事項の資料を添付しておりますので、ご使用の前に必ずお読みいただくようお願い申し上げます。

A vacuum gauge of the most popular type.

The degree of vacuum is measured by reading the 

difference in height between the right and left mercury 

columns. U-200 to U-500 available.

U-tube type Vacuum Gauge

●木製の台とガラス製ゲージ管で構成された、基本となる

　真空マノメーターです。

●中央部の目盛板は鏡板に目盛されており、視角度による誤差を

　少なくするよう工夫しています。

●測定時には中央目盛板（スケール）を上下にスライドさせ、左右の

　水銀柱の差を読取ります。

標準品（U-200）

14－0－14 kPa0.2～23 kPa 0.2 kPa

型式
Model

測定可能圧力
Scale range 目盛範囲 1目盛

U-200

※運搬時に水銀中に気泡の混入を防止する、水銀ささえヒモを挿入
　するための栓付きです。

販売店

本 社

寝屋川工場

マイクロセンサ事業部

大阪市中央区平野町１-４-１０

寝屋川市太間町16 - 8

大阪市大正区泉尾６-２-２９

TEL（06）6203-4431（代）

TEL（072）827-0801

TEL（06）6586-9940

FAX（06）6203-3557

FAX（072）828-3273

FAX（06）6586-9950

〒５４１-００４６

〒５７２-００７８

〒５５１-００３１
2016/12

〒１０１-００４８ 東京都千代田区神田司町2丁目19 番1
　　　　　　　  　（KS司町ビル3階） 
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真空計の製品貼付けシール（例）

マクラウド真空計

上部に水銀の取扱い注意を表示

水銀量を表示

※マクラウド真空計の水銀量の表示は、性能上、適正な水銀量でご使用いただく

　 必要があるため表示しております。

Ｕ字型真空計

正面 背面

　　　　下部に水銀の取扱い注意を表示
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